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回覧日                

名 前                

行事予定表１１月１６日～１１月３０日 

１６(火) 

ヨガ 10:00～ 

書道教室 17:30～ 

Hip Hop Dance School HEADS  19:00～ 

１７(水) 
トリプルＹ（矢野健康体操） 10:00～ 

いきいきサロン 13:30～ 

１８(木) 民生児童委員協議会 9:30～ 

１９(金) 

三味の会ローズ 9:00～ 

琴伝流大正琴柳月会新庄 10:00～ 

武心会 18:30～ 

２０(土)  

２１(日)  

２２(月) 
健康体操 10:00～ 

Hip Hop Dance School HEADS  19:30～ 

２３(火) 
勤労感謝の日 

Hip Hop Dance School HEADS  19:00～ 

２４(水) にこにこ健康体操 10:00～ 

２５(木)  

２６(金) 
ふれあいクラブ 10:00～ 

武心会 18:30～ 

２７(土)  

２８(日)  

２９(月) 
健康体操 10:00～ 

Hip Hop Dance School HEADS  19:30～ 

３０(火) 
ヨガ 10:00～ 

福祉講演会 13:30～ 

 

 
 
 
 

★ 世帯数 ２，０６５戸(＋１戸) 

● 男 性 ２,０１４人(－１人) 

● 女 性 ２,３０２人(＋３人) 

計 ４,３１６人(＋２人) 

（令和３年１０月末現在） 

新庄の人口 

 

福祉講演会（リモート講演会）

開催のお知らせ 
 新庄地区福祉員、民生委員・児童

委員の方を対象に福祉講演会を開

催します。新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、定員を先着 20

名までとし、事前申し込みとさせて

いただきます。入場無料です。申込

は新庄出張所までご連絡ください。 

日 時 １１月３０日（火） 

１３：３０～１５：００   

場 所 新庄公民館 会議室 

講 師 長谷 亮佑 先生 

内 容 「コミュニケーションを取

ることができる場の重要性」 

注 意 体調不良の方や、37.5 度以

上または平熱比+1 度以上の発熱が

ある場合は参加を見合わせてくだ

さい。マスクの着用と、来館時退館

時の手洗い消毒をお願いします。 

 



 

 

１１月いきいきサロンガゼボの会のご案内（第４回） 

日 時  １１月１７日（水）１３：３０～    場 所  新庄公民館 会議室 

内 容  「みんなでゲームを楽しもう」 

次回は１２月１５日（水）１３時３０分から｢クリスマスを楽しもう｣を予定しています。 

※体調不良の方は来館しないで下さい。マスクの着用と来退館時の手洗い消毒をお願いし

ます。十分な距離を保って活動し、こまめな換気をして下さい。 

グラウンドゴルフ大会の結果報告 
１１月３日（水・祝）新庄小学校グラウンドにおいてグラウンドゴルフ大会を行いました。

気持ちの良い秋晴れの中、親睦を深めながら楽しくプレーできました。参加された皆さんお疲

れ様でした。 

 当日成績発表の際、集計表の転記ミスにより第２位のスコアを誤って発表してしまいまし

た。順位や受賞者に誤りはありません。申し訳ございませんでした。 

第１位 （省略）  

総打数 ８２ ホールインワン ０回 ２打 １６回 

第２位 （省略）  

総打数 ８４ ホールインワン １回 ２打 １０回 

第３位 （省略）  

総打数 ８４ ホールインワン １回 ２打 １０回 

◇◇◇ 新庄地区の今年度の行事について ◇◇◇ 
 新庄地区の下記の行事については新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止すること

が決定しましたのでお知らせします。 

・12月 市民駅伝競走大会 ・ 1月  柳井市ロ－ドレース大会 
 

ゴミ出しのルールを守っていますか？ 
 ゴミは収集当日の８時３０分までに指定のゴミステーションに出しましょう。ゴミの出し方

を守らなかったり（収集日より前に捨てる、指示されたゴミ袋ではないものに入れて出す等）

捨てるべきではない通りがかりのゴミステーションに捨てたりしていませんか？ゴミステー

ションは自治会やそのゴミステーションを使う人が管理しています。関係のない人が無責任に

ゴミを捨てることによって、ゴミが収集箱からあふれてしまったり、回収されなかったゴミの

処理をしなければならない場合もあります。迷惑になるので必ずルールを守りましょう。 

路線バス・タクシー・平郡航路で使える共通助成券交付のお知らせ 
新型コロナウイルス感染症の生活支援対策として共通助成券を交付します。 

対象者：以下の①～③を満たす、申請時点で市に住民登録がある７５歳以上の人 

①６５歳以上のみで構成される世帯に属していること 

②自動車を持たない世帯に属していること 

③障害者タクシー福祉乗車割引証の交付を受けていないこと 

助成額：住民税非課税世帯 １０，０００円 住民税課税世帯 ５，０００円 

申請方法：本人確認書類（健康保険証・マイナンバーカード等）を持って市役所高齢者支援課、

出張所で申請してください。出張所での申請の場合は、受け取りに５日程度かかります。 

代理の方が申請される場合は、申請者と代理の方両方の本人確認書類が必要です。詳細は 

１０月１４日発行の広報やないをご覧ください。 

問い合わせ先：高齢者支援課 ２２－２１１１（内線１８６） 

（写真と名前省略） 


